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1.自動車交通量

我が国の経済成長および道路整備を背景にしたモータリゼーションの進

展に伴い、貨物輸送および旅客輸送における自動車交通の役割が増大して

いる。

1967年から1987年の20年間における輸送量の分担の変化をみると、貨物

(トンキロ)では、鉄道が24.4％から4.6％、自動車が33.2％から50.1％、

内航海運が42.4％から45.1％、航空が0.0％から0.1％であり、旅客(人キ

ロ)では、鉄道が61.1％から37.1％、自動車が37.2％から58.2％、旅客船

が0.9％から0.6％、航空が0.9％から4.1％となっている。このように、自

動車の比率は増大し、貨物、旅客とも50％以上を占める状況となった。

1988年の平日の12時間交通量をみると、5万台以上の交通量を示す区間

は、東京、大阪、名古屋の三大都市圏に、また、3万台以上の交通量を示

す区間は、三大都市圏のほか、札幌、仏台、静岡、福岡などの都市圏域に

みられ、自動車交通量の増加は、全国的な傾向である。

〔凡例と作図の要点〕

自動車交通量は、1988年道路交通センサスのうち、交通量調査の結果に

よった。この調査は、一般都道府県道(指定市の主要市道を含む)以上の全

路線および指定市の一般市道の一部を対象とし、平日、休日の12時間および

24時間の交通量を調べたもので、交通量は調査地点ごとの自動車の通過台

数である。この図では、平日の12時間交通量を用いた。なお、自動車は軽

自動車以上の自動車とし、動力付二輪車は含まない。

〔主な資料〕

1.建設省，昭和63年度道路交通センサス

2.道路延長と舗装率

1987年4月1日現在の道路延長は109万8931kmで、そのうち高速自動車

国道3910km、一般道路109万5021kmである。一般道路の内訳は、一般国道

4万6523km、都道府県道12万7682km、市町村道92万817kmで、その道路面

積は、7511km2である。一般道路のうち大型車がすれ違い可能な道路幅員

5.5ｍ以上の道路延長は23万752km(総延長の21.1％)である。道路幅員5.5

ｍ以上の道路の占める割合をみると、一船国道では86.9％、都道府県道

54.7％、市町村道13.1％である。なお、道路整備が進められる中で、自動

車交通不能区間が全国に19万9951km(18.3％)残されている。

一般道路の舗装済延長は22万3046kmで、道路延長に占める割合である舗

装率は20.4％である。それぞれの舗装率をみると、一般国道85.1％、都道

府県道44.2％、市町村道13.8％である。なお、簡易舗装道路を含めた舗装

率は65.4％である。

〔凡例と作図の要点〕

道路延長は、高速自動車国道を除く一般道路(一般国道、都道府県道、

市町村道)について表わした。なお、道路延長は重用(上級の路線に重複し

ている区間)、未供用、渡船場等の道路延長を除いた実延長である。

舗装率は、高速自動車国道を除く一般道路について、簡易舗装道路を除

いた舗装済延長の舗装率を表わした。

〔主な資料〕

1.建設省，道路統計年報，1988

2.自動車保有台数と道路整備率

我が国の自動車保有台数は1945年以降一貫して増加を続け、1987年3月

31日現在、4923万5880台(原動機付自転車は除く)に達した。その内訳は、

乗用自動車2853万8497台(57.9％)、乗合自動車23万2011台(0.5％)、貨物

自動車1825万2347台(37.1％)、二輪自動車221万3025台(4.5％)である。1957

年3月31日～1987年3月31の30年間に、自動車保有台数は、28.4倍に増加

した。そのうち、乗用車が151.5倍の増加で最も多く、次いで、貨物自動

車が22.2倍、乗合自動車が5.9倍、二輪自動車が3.2倍とそれぞれ増加して

いる。

1987年4月1日現在の一般道路の整備済区間の延長は、45万219kmで、

道路整備率は41.4％である。それぞれの道路整備率をみると、一般国道

56.0％、都道府県道44.5％、市町村道39.9％となっている。

モータリゼーションの進展は、道路交通量の増大を招き、道路整備がそ

れに追いつかない現状にあり、特に都市域においては、交通渋滞、沿道の

環境悪化、交通事故の増大等、快適な都市活動に支障をもたらしている。

〔凡例と作図の要点〕

この図に用いた車種の内訳は次のとおりである。

乗用自動車：普通・小型乗用車、軽四輪車

乗合自動車：普通および小型乗合自動車

貨物自動車：普通貨物自動車、小型四輪・三輪貨物自動車、軽四輪・三

輪貨物自動車、被牽引車

二輪自動車：小型二輪自動車、軽二輪自動車

この他の消防車、クレーン車、タンク車などの特殊用途車、ロードロー

ラー、ショベルドーザなど特殊な構造をもつ特殊車、原動機付自転車など

は、自動車保有台数に含まない。

道路整備率とは、道路整備の状況を表わす指標であり、次の算式によっ

ている。

道路整備率＝整備済延長／道路の実延長

整備済延長＝改良済（幅5.5ｍ以上）かつ混雑度1.0未満の延長

混雑度＝交通量／交通容量（昭和60年度全国道路交通センサスに基づく

推計値)

ただし、市町村道については、道路改良率を道路整備率として用いた。

〔主な資料〕

1.運輸省，昭和62年3月分陸運統計月報

2.運輸省，陸運統計要覧

3.建設省，道路統計年報，1988
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